
計画の策定経過

平成１７年 ３月 福島県母子寡婦自立支援計画策定

平成２０年 ４月 母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な

方針（平成２０年厚生労働省告示第２４８号）

平成２１年 ７月 福島県母子家庭実態調査の実施

平成２２年 １月 福島県母子家庭実態調査結果報告書

平成２２年 ２月 第１回福島県母子寡婦自立支援計画策定懇談会 開催

日 時 平成２２年２月９日（火） 午前９時～午前１１時

場 所 県庁東分庁舎 ２階 ２０２会議室

議 題 １ 福島県母子家庭実態調査について

２ 福島県母子寡婦自立支援計画（改訂版）（案）について

平成２２年 ２月 関係課、各保健福祉事務所意見聴取

平成２２年 ２月 パブリックコメント実施

期 間 平成２２年２月１６日～平成２２年３月１７日

平成２２年 ３月 第２回福島県母子寡婦自立支援計画策定懇談会 開催

日 時 平成２２年３月８日（月） 午後１時３０分～

午後３時３０分

場 所 県庁東分庁舎 ２階 ２０３会議室

議 題 福島県母子家庭等自立支援計画（案）について

平成２２年 ３月 福島県母子家庭等自立支援計画策定



福島県母子寡婦自立支援計画策定懇談会設置要綱

（設置目的）

第１条 本県では、母子家庭及び寡婦世帯（以下「母子家庭」という。）の自立や生活の

安定・向上に向けた諸施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成１７年３月に平成

１７年度から平成２１年度までの５年間を計画期間とする「福島県母子寡婦自立支援計画」

を定め、この計画に基づいて、経済的支援策、就業支援策、生活支援策などの施策を総

合的に推進し、母子家庭の自立を支援してきた。

こうした中、国においては、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に

関する基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）を平成２０年４月に改正した。

福島県母子寡婦自立支援計画の策定後、５年が経過する中で、本県における母子家庭

及び寡婦世帯さらには父子家庭（以下「母子家庭等」という。）を取り巻く環境は依然

として厳しい状況にあることから、母子家庭等の自立のための施策を引き続き進めて行

く必要がある。

このような状況を踏まえ、母子家庭等の自立に向けた支援をより充実・強化するため、

平成２２年度から平成２６年度までの５年間を計画期間とし、「福島県母子寡婦自立支援計

画」を改訂するため「母子寡婦自立支援計画策定懇談会」（以下「策定懇談会」という。）を設

置する。

（所掌事務等）

第２条 策定懇談会は、次の事務を所掌する。

一 母子家庭等の生活の安定と向上を図るための総合的な対策の検討・協議

二 母子家庭等の生活の安定と向上に関する各種啓発の実施

三 母子家庭等の生活及び職業等に関する調査研究

四 その他、自立支援計画を策定するうえで必要な事項

（組 識）

第３条 策定懇談会は、別表１に記載された構成団体等により組識する。

２ 策定懇談会への出席者は、別途福島県保健福祉部長から構成団体への懇談会開催通知

に基づき、構成団体にて決定する。

（委員長）

第４条 策定懇談会には委員長１名を置き、福島県児童家庭課総括主幹兼副課長職をもって

充てる。

（懇談会）

第５条 懇談会は、福島県保健福祉部長が招集する。

２ 委員長は会議の議長となる。



３ 懇談会は、構成団体等の過半数が出席しなければひらくことができない。

４ 懇談会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

（関係者の出席）

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を

聴くことができる。

（事務局）

第７条 策定懇談会の事務局は、福島県保健福祉部児童家庭課に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定懇談会の運営に関して必要な事項については、委

員長が会議に諮って決定する。

附 則

１ この要綱は、平成２２年１月２９日から施行する。

別表１

構 成 団 体 等 人 数

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 １ 名

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島 １ 名

福島県民生児童委員協議会 １ 名

市町村代表 １ 名

福島県 １ 名



福島県母子寡婦自立支援計画策定懇談会委員名簿

役 職 名 氏 名

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 さ とう せ つ こ

人材研修課課長 佐 藤 勢 津 子

特定非営利活動法人しんぐるまざあ とお の かおり

ず・ふぉーらむ・福島 理事長 遠 野 馨

福島県民生児童委員協議会 わた なべ しょう こ

理 事 渡 部 昭 子

双葉町健康福祉課 なか ざと とし かつ

主 査 中 里 俊 勝

福島県児童家庭課 か とおの しげ お

総括主幹兼副課長 上 遠 野 茂 夫


